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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基材の少なくとも片面に粘着剤層を有する粘着テープであって、
　前記基材がカルボニル性の酸素原子を分子骨格中に有するオレフィン系ポリマーと、
　ポリエチレン、ポリプロピレン、または、エチレン成分およびプロピレン成分を含むポ
リマーアロイと、
　シラン系カップリング剤で表面処理した無機金属化合物と、
　サリチル酸化合物と、
　ハロゲン系難燃剤と、
を含有してなり、
　前記基材を構成するポリマー成分が、前記オレフィン系ポリマー１０～７０重量％と、
前記ポリエチレン、ポリプロピレン、または、エチレン成分およびプロピレン成分を含む
ポリマーアロイ３０～９０重量％とからなり、
　前記シラン系カップリング剤で表面処理した無機金属化合物の含有量が前記基材を構成
するポリマー成分１００重量部に対して１０～１００重量部であり、
　前記サリチル酸化合物の含有量が前記基材を構成するポリマー成分１００重量部に対し
て０．２～１０．０重量部であり、
　前記ハロゲン系難燃剤の含有量が前記基材を構成するポリマー成分１００重量部に対し
て２０～６０重量部であり、
降伏点が無い、ことを特徴とする粘着テープ。
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【請求項２】
　さらに難燃助剤として、アンチモン化合物を含有し、該アンチモン化合物の含有量が基
材を構成するポリマー成分１００重量部に対して３０重量％以下である、請求項１記載の
粘着テープ。
【請求項３】
　当該粘着テープの酸素指数が２４以上である、ことを特徴とする請求項１又は２記載の
粘着テープ。
【請求項４】
　前記無機金属化合物が金属水酸化物である、ことを特徴とする請求項１～３のいずれか
１項記載の粘着テープ。
【請求項５】
　前記基材が電離放射線及び／又は架橋剤で架橋処理されていないものである、ことを特
徴とする請求項１～４のいずれか一項に記載の粘着テープ。
【請求項６】
　当該粘着テープの１００℃における加熱変形率が６５％以下である、ことを特徴とする
請求項１～５のいずれか一項に記載の粘着テープ。
【請求項７】
　カルボニル性の酸素原子を分子骨格中に有するオレフィン系ポリマーと、
　ポリエチレン、ポリプロピレン、または、エチレン成分およびプロピレン成分を含むポ
リマーアロイと、
シラン系カップリング剤で表面処理した無機金属化合物と、
　サリチル酸化合物と、
　ハロゲン系難燃剤と、
を含有してなり、
　基材を構成するポリマー成分が、前記オレフィン系ポリマー１０～７０重量％と、前記
ポリエチレン、ポリプロピレン、または、エチレン成分およびプロピレン成分を含むポリ
マーアロイ３０～９０重量％とからなり、
前記シラン系カップリング剤で表面処理した無機金属化合物の含有量が該基材を構成する
ポリマー成分１００重量部に対して１０～１００重量部であり、
　前記サリチル酸化合物の含有量が該基材を構成するポリマー成分１００重量部に対して
０．２～１０重量部であり、
　前記ハロゲン系難燃剤の含有量が該基材を構成するポリマー成分１００重量部に対して
２０～６０重量部であり、
　降伏点が無い、ことを特徴とする粘着テープ用基材。
【請求項８】
　さらに難燃助剤として、アンチモン化合物を含有し、該アンチモン化合物の含有量が基
材を構成するポリマー成分１００重量部に対して３０重量％以下である、請求項７記載の
粘着テープ用基材。
【請求項９】
　当該粘着テープ用基材の酸素指数が２４以上である、ことを特徴とする請求項７又は８
記載の粘着テープ用基材。
【請求項１０】
　前記無機金属化合物が金属水酸化物である、ことを特徴とする請求項７～９のいずれか
１項記載の粘着テープ用基材。
【請求項１１】
　前記基材が電離放射線及び／又は架橋剤で架橋処理されていないものである、ことを特
徴とする請求項７～１０のいずれか１項記載の粘着テープ用基材。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、難燃性を有する粘着テープ及び当該粘着テープに使用する粘着テープ用基材
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、電気絶縁用途や結束用途では、軟質ポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）フィルムを粘着テ
ープ用基材とした粘着テープ（以下、「ＰＶＣテープ」と称す）が一般的に使用されてい
る。ＰＶＣテープは非常に柔軟性があり（すなわち初期弾性率が低い）、例えば電線の接
続部分を絶縁処理するような用途では接続部の凹凸への追従性が良好である。また、数本
の電線等を束ねたりする用途では、電線を拘束するために強く巻く必要があり、１００％
程度伸張させて巻き付けることが多い。ＰＶＣテープは伸張度１００％近傍の領域におい
て、伸びに対する強度の傾きが大きいため、締め付け力が強く、また破断強度も高いこと
から、強く巻きつけても途中でテープが切れることはない。しかし、軟質ＰＶＣフィルム
に使用されている材料の中には、環境負荷物質の疑いのあるものが多く含まれている。例
えば、ＰＶＣは低温焼却時にダイオキシンの発生の原因となりうると報告されている。ま
た、燃焼時には、有毒な塩化水素ガスや一酸化炭素を多量に発生する。さらに、柔軟性を
付与するために配合されている可塑剤の中には、環境ホルモンの疑いがあると報告されて
いるものもある。加えて、安定剤として鉛やカドニウムの化合物が使用される場合もあり
、何れも人体に何らかの影響を及ぼす恐れがある。
【０００３】
　このような状況の中、軟質ＰＶＣの代わりに比較的柔軟なオレフィン系ポリマーを使用
することにより、粘着テープ用基材の代替が数多く検討されている（特許文献１参照）。
しかし、通常オレフィン系ポリマーは結晶成分を有するため、引張試験を行った場合、伸
張度５０％近傍で一旦強度が低下する降伏点が存在する。降伏点が存在すると安定して巻
き付けることができない上に、巻き付け後の拘束力が弱くなるため、結束用途としては不
向きである。また、オレフィン系ポリマーは、一般的に破断強度が比較的大きく、また伸
びも大きい。このため、粘着テープの使用後に刃物を使用せずに手で切る、いわゆる手切
れ性が求められる用途では、切断後の破断面が伸びきった状態になってしまい端末処理に
不具合を生じてしまう。したがって、オレフィン系ポリマーを粘着テープ用基材に使用し
た粘着テープではＰＶＣテープの特徴である結束性や手切れ性を満たすことができず、ま
た特に降伏点が存在するためＰＶＣテープの代替としては致命的である。
【０００４】
　そこで、このような柔軟性及び手切れ性の改善を意図して、オレフィン系ポリマーにシ
ランカップリング剤で処理した金属水酸化物を配合した樹脂組成物からなる基材を有する
粘着テープが提案されている（特許文献２参照）。特許文献２に記載の粘着テープにおい
ては、降伏点をなくすことはできたものの、ＰＶＣテープに比べると、伸張度１００％近
傍における弾性変形や破断強度の点で改善の余地がある。また、無機金属化合物が（重）
金属性イオンを不純物として含有していると、場合により耐熱寿命を低下させることもあ
った。
【０００５】
　また、オレフィン系ポリマーは基本骨格が炭化水素であるため、一般的に難燃性に乏し
い。これに対し、ＰＶＣは塩素原子を多量に含んでいることから、それ自身で難燃性を有
する。このため、ＰＶＣテープは多量の可塑剤を添加しても、自己消火レベル（空気中で
火源を取り除くと自然に消火する程度）の難燃性を有することが可能である。オレフィン
系ポリマーを難燃化する手段について、これまでに種々の検討がなされているが、オレフ
ィン系ポリマーが有効な難燃効果を得るためには、非常に多量の難燃剤を添加する必要が
ある。ＰＶＣテープと同等の難燃性を得るために多量の難燃剤を添加すると、粘着テープ
用基材が非常に薄いために、機械的物性の低下を招き、ＰＶＣと同等の難燃性を有するも
のを得ることは困難であった。ゆえに、オレフィン系ポリマーを構成材料に使用した粘着
テープにおいて、少量の難燃剤の添加で十分な難燃性が得られるとの研究成果の報告はな
い。また、難燃剤を多量に配合した場合であっても、降伏点を持たない難燃性の粘着テー
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プが得られるとの報告もない。
【特許文献１】特開２００３－１７８６２８号公報
【特許文献２】特開２００４－１１５７１４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明はこのような実情に鑑みなされたものであり、その解決しようとする課題は粘着
テープ用基材を構成するポリマー成分としてオレフィン系ポリマーを使用しながら、引張
試験において降伏点を持たず、高強度でＰＶＣテープと同等の結束性、手切れ性及び長期
耐熱性を有するとともに、難燃性をも具備することのできる粘着テープ及び当該粘着テー
プに使用するための粘着テープ用基材を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者らは上記課題を解決するため鋭意研究を重ねた結果、ポリマー成分としてカル
ボニル性の酸素原子を分子骨格中に有するオレフィン系ポリマーを用い、これにシラン系
カップリング剤で処理した無機金属化合物と、サリチル酸化合物とを組み合わせ、それぞ
れを所定量配合して粘着テープ用基材を構成することで、降伏点を持たず、柔軟性、高い
破断強度及び長期耐熱性を有するとともに、難燃性をも具備できるようになり、結束用途
に適した粘着テープが得られることを見出し、本発明を完成するに至った。
【０００８】
　すなわち、本発明は以下の特徴を有している。
（１）基材の少なくとも片面に粘着剤層を有する粘着テープであって、上記基材がカルボ
ニル性の酸素原子を分子骨格中に有するオレフィン系ポリマーと、シラン系カップリング
剤で表面処理した無機金属化合物と、サリチル酸化合物と、難燃剤と、を含有してなり、
上記オレフィン系ポリマーの含有量が上記基材を構成するポリマー成分の全重量に対して
１０～７０重量％であり、上記シラン系カップリング剤で表面処理した無機金属化合物の
含有量が上記基材を構成するポリマー成分１００重量部に対して１０～１００重量部であ
り、上記サリチル酸化合物の含有量が上記基材を構成するポリマー成分１００重量部に対
して０．０５～１０．０重量部であり、上記難燃剤の含有量が上記基材を構成するポリマ
ー成分１００重量部に対して１０～１００重量部である、ことを特徴とする粘着テープ。
（２）当該粘着テープの酸素指数が２４以上であることを特徴とする上記（１）記載の粘
着テープ。
（３）上記無機金属化合物が金属水酸化物であることを特徴とする上記（１）又は（２）
記載の粘着テープ。
（４）上記基材が電離放射線及び／又は架橋剤で架橋処理されていないものであることを
特徴とする上記（１）～（３）のいずれか一に記載の粘着テープ。
（５）当該粘着テープの１００℃における加熱変形率が６５％以下であることを特徴とす
る上記（１）～（４）のいずれか一に記載の粘着テープ。
（６）基材の少なくとも片面に粘着剤層を有する粘着テープであって、上記基材がカルボ
ニル性の酸素原子を分子骨格中に有するオレフィン系ポリマーと、シラン系カップリング
剤で表面処理した金属水酸化物と、サリチル酸化合物と、を含有してなり、上記オレフィ
ン系ポリマーの含有量が上記基材を構成するポリマー成分の全重量に対して１０～７０重
量％であり、上記シラン系カップリング剤で表面処理した金属水酸化物の含有量が上記基
材を構成するポリマー成分１００重量部に対して８０～２００重量部であり、上記サリチ
ル酸化合物の含有量が上記基材を構成するポリマー成分１００重量部に対して０．０５～
１０．０重量部である、ことを特徴とする粘着テープ。
（７）当該粘着テープの酸素指数が２４以上であることを特徴とする上記（６）記載の粘
着テープ。
（８）上記基材が電離放射線及び／又は架橋剤で架橋処理されていないものであることを
特徴とする上記（６）又は（７）記載の粘着テープ。
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（９）当該粘着テープの１００℃における加熱変形率が６５％以下であることを特徴とす
る上記（６）～（８）のいずれか一に記載の粘着テープ。
（１０）カルボニル性の酸素原子を分子骨格中に有するオレフィン系ポリマーと、シラン
系カップリング剤で表面処理した無機金属化合物と、サリチル酸化合物と、難燃剤と、を
含有してなり、上記オレフィン系ポリマーの含有量が基材を構成するポリマー成分の全重
量に対して１０～７０重量％であり、上記シラン系カップリング剤で表面処理した無機金
属化合物の含有量が上記基材を構成するポリマー成分１００重量部に対して１０～１００
重量部であり、上記サリチル酸化合物の含有量が上記基材を構成するポリマー成分１００
重量部に対して０．０５～１０重量部であり、上記難燃剤の含有量が上記基材を構成する
ポリマー成分１００重量部に対して１０～１００重量部である、ことを特徴とする粘着テ
ープ用基材。
（１１）当該粘着テープ用基材の酸素指数が２４以上であることを特徴とする上記（１０
）記載の粘着テープ用基材。
（１２）上記基材が電離放射線及び／又は架橋剤で架橋処理されていないものであること
を特徴とする上記（１０）又は（１１）記載の粘着テープ用基材。
（１３）カルボニル性の酸素原子を分子骨格中に有するオレフィン系ポリマーと、シラン
系カップリング剤で表面処理した金属水酸化物と、サリチル酸化合物と、を含有してなり
、上記オレフィン系ポリマーの含有量が基材を構成するポリマー成分の全重量に対して１
０～７０重量％であり、上記シラン系カップリング剤で表面処理した金属水酸化物の含有
量が上記基材を構成するポリマー成分１００重量部に対して８０～２００重量部であり、
上記サリチル酸化合物の含有量が上記基材を構成するポリマー成分１００重量部に対して
０．０５～１０重量部であり、ことを特徴とする粘着テープ用基材。
（１４）当該粘着テープ用基材の酸素指数が２４以上であることを特徴とする上記（１３
）記載の粘着テープ用基材。
（１５）上記基材が電離放射線及び／又は架橋剤で架橋処理されていないものであること
を特徴とする上記（１３）又は（１４）記載の粘着テープ用基材。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、引張試験において降伏点を持たず、高強度でＰＶＣテープと同等の結
束性、手切れ性及び長期耐熱性を有するとともに、難燃性をも具備することのできる粘着
テープ及び当該粘着テープに使用するための粘着テープ用基材を提供することができる。
本発明の粘着テープは、結束用途に有用である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、本発明をその好適な実施形態に即して詳細に説明する。
　本発明の粘着テープは、カルボニル性の酸素原子を分子骨格中に有するオレフィン系ポ
リマーと、シラン系カップリング剤で表面処理した無機金属化合物と、サリチル酸化合物
とを必須成分とし、それぞれを所定量配合してなる基材を有することを特徴とする。また
、本発明の粘着テープは、必要に応じて難燃剤及び／又は難燃助剤を含有してもよい。
【００１１】
　本発明の粘着テープは、上記構成を採用することで、降伏点がなく、ＰＶＣテープと同
等の柔軟性、結束性、手切れ性及び難燃性を有することができる。難燃性については、酸
素指数を２４以上とすることができる。酸素指数が２２～２４のものは、一般的に自己消
火レベル（空気中で火源を取り除くと自然に消火する程度）の難燃性と定義されている。
主に電気絶縁用途では、自己消火レベルの難燃性が必須とされることが多い。ここで、「
酸素指数」とは、温度２３℃±２℃において酸素と窒素との混合ガス中の材料が最小限の
燃焼を維持するのに必要な最低酸素濃度をいい、この値が大きいほど、難燃性が高いこと
を意味する。また、柔軟性、結束性及び手切れ性については、引張試験における初期弾性
率、破断強度及び破断伸度を指標として数値化すると以下のようになる。
【００１２】
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　まず、粘着テープの柔軟性に相当するものが、引張試験における初期弾性率である。本
発明の粘着テープの初期弾性率の値は、１０～１５０ＭＰａ、好ましくは３０～１４０Ｍ
Ｐａ、より好ましくは５０～１３０ＭＰａである。１０ＭＰａよりも小さいと、粘着テー
プを巻き戻すときに基材が伸びやすく、変形しやすい傾向にある。また、１５０ＭＰａよ
りも大きいと、凹凸部への追従性が損なわれる傾向にある。
【００１３】
　結束性をを有するためには、降伏点がないこと、及び破断強度が高いことが要求される
。降伏点の有無については、引張試験の出力データをグラフ化することにより判断するこ
とができる。なお、降伏点がないと判断するには、グラフから強度の低下が見られず、伸
びが増すごとに常に強度が上昇することを必須条件とする。本発明の粘着テープの破断強
度は、６～３０ＭＰａ、好ましくは８～２７ＭＰａ、より好ましくは１０～２４ＭＰａで
ある。６ＭＰａよりも小さいと、巻き付け作業中に粘着テープが切れてしまう可能性があ
る。また、３０ＭＰａよりも大きいと、巻き付け作業時に非常に強い力を要し、また作業
終了後に手で粘着テープを切る場合に切り難くなる傾向にある。
【００１４】
　手切れ性を有するためには、適度な伸びが必要となる。本発明の粘着テープの破断伸度
は、８０～６００％、好ましくは１００～４００％、より好ましくは１２０～３５０％で
ある。８０％よりも小さいと、巻き付け作業時に粘着テープが切れやすくなる傾向にある
。また、６００％よりも大きくなると、巻き付け作業終了後に粘着テープを手で切ろうと
する場合に、粘着テープが伸びすぎて破断形状が悪くなり、端末の接着性が悪化する傾向
にある。
【００１５】
　なお、初期弾性率、破断強度及び破断伸度は、粘着テープから採取した試験片を、２３
℃、５０％ＲＨの雰囲気下で、ＪＩＳ　Ｂ　７７２１に規定する引張試験機又はこれと同
等の引張試験機にて、チャック間距離５０ｍｍ、引張速度３００ｍｍ／ｍｉｎで引っ張り
、測定した値である。
【００１６】
　ＰＶＣテープに使用されているＰＶＣは非晶性のポリマーであるが、分子間同士の相互
作用が大きい。分子量、可塑剤量にもよるが、可塑化する温度は１２０℃程度であるため
、１００℃でも十分形状保持が可能である。ＰＶＣテープは、電線の接続用途、電気機器
内の結束用途、自動車のエンジン回りの電線の結束等において高温条件下で使用されるこ
とも多い。したがって、粘着テープの有する機能として、高温使用条件下での形状保持性
は非常に重要である。かかる形状保持性を確認すべく、従来使用される温度条件のなかで
も比較的厳しい条件として１００℃を選定し、ＵＬ５１０規格に準じた加熱変形試験を行
った。本発明の粘着テープは、１００℃における加熱変形率が６５％以下、好ましくは５
０％以下、より好ましくは４０％以下である。これにより、本発明の粘着テープは、１０
０℃の使用条件下で形状保持性が良好となる。
【００１７】
　次に、本発明の粘着テープの構成材料について説明する。
　まず、本発明の粘着テープ用基材について説明する。本発明の粘着テープ用基材は、ポ
リマー成分としてカルボニル性の酸素原子（カルボニル基に帰属される酸素原子）を分子
骨格中に有するオレフィン系ポリマーを含有する。かかるオレフィン系ポリマーは、主と
して、粘着テープに柔軟性及び伸長性を付与するための成分であり、更にシラン系カップ
リング剤で表面処理した無機金属化合物と共存することにより、強い界面結合力を生じ、
粘着テープ用基材の機械的特性が改善されて、引張試験において降伏点を持たず、適度な
伸長性と強度（粘着テープに良好な巻き付け作業性及び手切れ性を付与可能な伸長性と強
度）とが得られる。
【００１８】
　また、かかるオレフィン系ポリマーとしては、分子骨格中にカルボニル性の酸素原子を
有する軟質ポリオレフィン系樹脂が好適に使用される。かかる軟質ポリオレフィン系樹脂
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としては、コモノマーとしてビニルエステル化合物及び／又はα，β一不飽和カルボン酸
若しくはその誘導体を用いてなるエチレン系共重合体又はその金属塩（アイオノマー）等
が挙げられ、一般に融点が１００℃以下である。ここで、本発明において融点とは、示差
走査熱量計（ＤＳＣ）により測定した値をいう。
【００１９】
　上記エチレン系共重合体又はその金属塩（アイオノマー）におけるビニルエステル化合
物としては、例えば、酢酸ビニル等のビニルアルコールの飽和カルボン酸エステルが挙げ
られる。また、α，β-不飽和カルボン酸又はその誘導体としては、例えば、アクリル酸
、メタクリル酸、マレイン酸、フマル酸、無水マレイン酸、無水イタコン酸等の不蝕和カ
ルボン酸又はその無水物類；アクリル酸メチル、メタクリル酸メチル、アクリル酸エチル
、メタクリル酸エチル、アクリル酸プロピル、メタクリル酸プロピル、アクリル酸イソプ
ロピル、メタクリル酸イソプロピル、アクリル酸ｎ－ブチル、メタクリル酸ｎ－ブチル、
アクリル酸シクロへキシル、メタクリル酸シクロヘキシル、アクリル酸ステアリル、メタ
クリル酸ステアリル、アクリル酸ラウリル、メタクリル酸ラウリル、マレイン酸モノメチ
ルエステル、マレイン酸モノエチルエステル、マレイン酸ジエチルエステル、フマル酸モ
ノメチルエステル、アクリル酸グリシジル、メタクリル酸グリシジル等の不飽和カルボン
酸エステル類等が挙げられるが、これらのうち（メタ）アクリル酸アルキルエステルが好
ましく、特に好ましくはアクリル酸エチルである。
【００２０】
　エチレン系共重合体又はその金属塩（アイオノマー）の好適な具体例としては、エチレ
ン－アクリル酸共重合体、エチレン－メタクリル酸共重合体、エチレン－アクリル酸エチ
ル共重合体、エチレン－アクリル酸－アクリル酸エチル共重合体、エチレン－酢酸ビニル
共重合体、エチレン－酢酸ビニル－アクリル酸エチル共重合体、エチレン－メタクリル酸
グリシジル共重合体、エチレン－メタクリル酸グリシジル－アクリル酸エチル共重合体及
びこれらの金属塩（アイオノマー）等が挙げられ、これらは１種又は２種以上が使用され
る。
【００２１】
　カルボニル性の酸素原子を分子骨格中に有するオレフィン系ポリマーの配合量は、粘着
テープ用基材を構成するポリマー成分の全重量に対して通常１０～７０重量％、好ましく
は１５～５０重量％、より好ましくは２０～４０重量％である。かかる範囲を外れて、カ
ルボニル性の酸素原子を分子骨格中に有するオレフィン系ポリマーの配合量が少ない場合
には十分な強度を得ることができず、また配合量が多い場合には１００℃における十分な
耐加熱変形性を得ることができない。
【００２２】
　カルボニル性の酸素原子を分子骨格中に有するオレフィン系ポリマー以外のポリマー成
分としては、耐熱変形性を満たすために１００℃以上の融点を持つ樹脂が望ましい。少な
くとも融点が１００℃を超えるポリマーが全ポリマー成分中に存在しないと、１００℃に
おける耐加熱変形性を得ることができない。かかるポリマーとしては、ＰＶＣテープと同
等の柔軟性を得るために、オレフィン系樹脂を母体とした樹脂であることが望ましい。例
えば、ポリエチレン，ポリプロピレンのようなホモポリマーからなるポリオレフィン樹脂
、エチレン成分やプロピレン成分を含むポリマーアロイ等が好適である。
【００２３】
　エチレン成分やプロピレン成分を含むポリマーアロイの構成（形態）は、特に制限され
ず、例えば、（１）２種以上の重合体が物理的に混合されたポリマーブレンド（物理的混
合物）、（２）２種以上の重合体が共有結合で結合したブロック共重合体やグラフト共重
合体、（３）２種以上の重合体が互いに共有結合で結合されることなく絡み合ったＩＰＮ
（Ｉｎｔｅｒｐｅｎｅｔｒａｔｉｎｇ Ｐｏｌｙｍｅｒ Ｎｅｔｗｏｒｋ）構造体等、種々
の構成（形態）のものが許容される。また、ポリマーアロイは組成的に必ずしも均一でな
くてもよく（分布をもっていてもよく）、また２種以上の重合体が相溶したもの（相溶性
ポリマーアロイ）でも、２種以上の重合体が非相溶で相分離構造を形成しているもの（非
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相溶性ポリマーアロイ）でもよい。
【００２４】
　また、本発明の粘着テープ用基材は、サリチル酸化合物を含有する。サリチル酸化合物
を添加することにより、破断強度を更に高めることができ、ＰＶＣテープの物性により近
づけることができる。この高強度発現のメカニズムの詳細は不明であるが、無機金属化合
物表面に吸着したサリチル酸化合物が、カルボニル性の酸素原子を分子骨格中に有するオ
レフィン系ポリマーとの間に何らかの相互作用を持つことにより、より高強度になるもの
と、本発明者らは推測している。
【００２５】
　サリチル酸化合物は無機金属化合物中の不純物金属性イオンを吸着し、酸化防止剤の効
果を高める働き（重金属不活性化剤）があるため、基材の強度を上昇させるとともに、耐
熱寿命を向上させる効果を併せ持つ。そのため、本発明においては、カルボニル性の酸素
原子を分子骨格中に有するオレフィン系ポリマー、シラン系カップリング剤で表面処理し
た無機金属化合物及びサリチル酸化合物、或いはカルボニル性の酸素原子を分子骨格中に
有するオレフィン系ポリマー、シラン系カップリング剤で表面処理した金属水酸化物及び
サリチル酸化合物が必須の構成材料となる。
【００２６】
　サリチル酸化合物としては、サリチル酸とヒドラジンとの反応生成物が挙げられ、具体
的には、Ｎ－サリチラル－Ｎ’－サリチロイルヒドラジン、Ｎ，Ｎ’－ビス（サリチロイ
ル）ヒドラジン、３－サリチロイルアミノ－１，２，４－トリアゾール、Ｎ，Ｎ’－ビス
（サリチロイル）シュウ酸ジヒドラジド、Ｎ，Ｎ’－ビス（サリチロイル）オキサリルジ
ヒドラジド、Ｎ，Ｎ’－ビス（サリチロイル）チオプロピオニルジヒドラジド、Ｎ，Ｎ’
－ビス（サリチロイル）ジヒドラジド、デカメチレンジカルボン酸ジサリチロイルヒドラ
ジド及びそれらの混合物等が挙げられる。
【００２７】
　サリチル酸化合物の配合量は、粘着テープ用基材中のポリマー成分１００重量部に対し
て０．０５～１０．０重量部、好ましくは０．１～５．０重量部、より好ましくは０．２
～２．０重量部である。０．０５重量部よりも少ないと、破断強度を高める効果がなく、
耐熱寿命を高める効果も少ない。１０．０重量部を超えて添加しても、添加量に見合う改
善効果が得られず、粘着テープ用基材表面への染み出しが多くなり他の特性に悪影響を及
ぼす恐れもある。また、成膜加工時に金属ロール表面への汚染が発生する。
【００２８】
　また、本発明の粘着テープ用基材は、シラン系カップリング剤で表面処理した無機金属
化合物を含有する。シラン系カップリング剤で表面処理した無機金属化合物としては、特
に制限されるものではないが、例えば、珪藻土、タルク、クレー、けい酸カルシウム、ゼ
オライト、アルミナ、硫酸アルミニウム、硫酸バリウム、硫酸カルシウム、酸化マグネシ
ウム、シリカ、マイカ、ウォラストナイト、ウィスカ、水酸化アルミニウム、水酸化マグ
ネシウム、水酸化ジルコニウム、水酸化カルシウム、水酸化バリウム、炭酸カルシウム、
塩基性炭酸マグネシウム、ドロマイト、ハイドロタルサイト、硼砂等の公知の無機金属化
合物に、シラン系カップリング剤による表面処理を施したものが挙げられる。シラン系カ
ップリング剤で表面処理された無機金属化合物は、１種又は２種以上を併用してもよい。
【００２９】
　ポリマーとの界面結合力を高める観点からすれば、無機金属化合物の粒子径は小さいほ
ど有利であるが、粒子径が小さくなるほど粒子同士の凝集が起きやすくなるため、分散不
良により機械物性の低下を招く傾向にある。したがって、当該無機金属化合物の粒子径は
一般に０．０５～５０μｍ程度、好ましくは０．１～２０μｍ程度、より好ましくは０．
５～１０μｍ程度である。なお、かかる粒子径は、レーザ回折法で測定した二次粒子の平
均粒子径である。
【００３０】
　シラン系カップリング剤は、無機材料に対して親和性又は反応性を有する加水分解性の
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シリル基に、有機樹脂に対して親和性又は反応性を有する有機官能基を化学的に結合させ
た構造を有するシラン化合物である。シラン系カップリング剤の加水分解性基としては、
アルコキシ基、アセトキシ基等が挙げられる。アルコキシ基としては、メトキシ基、エト
キシ基が一般的である。有機官能基としては、アミノ基、メタクリル基、ビニル基、エポ
キシ基、メルカプト基等が一般的であるが、降伏点をなくす効果、及び高強度が得られる
点でアミノ基が最も優れている。
【００３１】
　アミノシラン系カップリング剤の具体例としては、γ－アミノプロピルトリメトキシシ
ラン、γ－アミノプロピルトリエトキシシラン、Ｎ－フェニル－γ－アミノプロピルトリ
メトキシシラン、Ｎ－β－（アミノエチル）－γ－アミノプロピルトリメトキシシラン、
Ｎ－β－（アミノエチル）－γ－アミノプロピルトリエトキシシラン、Ｎ－フェニルーγ
－アミノプロピルトリエトキシシラン等が挙げられ、これらは１種又は２種以上を併用し
てもよい。
【００３２】
　シラン系カップリング剤による無機金属化合物の表面処理の方法は、特に制限されるも
のではなく、一般的な方法、例えば、乾式処理法、湿式処理法等で行われる。シラン系カ
ップリング剤の無機金属化合物の表面への付着量は、カップリング剤の種類、無機金属化
合物の種類、比表面積によっても異なるが、無機金属化合物に対して通常０．１～５．０
重量％、好ましくは０．３～３．０重量％である。
【００３３】
　シランカップリング剤で処理した無機金属化合物の配合量は、粘着テープ用基材を構成
するポリマー成分１００重量部に対して１０～１００重量部、好ましくは２０～８０重量
部、より好ましくは３０～６０重量部である。１０重量部より少ないと物性改善の効果が
少なく、また１００重量部より多いと所望の難燃性を得るために難燃剤又は難燃助剤を多
量に配合しなければならず、その結果、柔軟性、破断強度の低下を招く。
【００３４】
　本発明においては、粘着テープに所望の難燃性を付与するために、粘着テープ用基材に
難燃剤を配合する。難燃剤としては、既知の難燃剤を添加することができ、例えば、臭素
系や塩素系等のハロゲン系難燃剤、赤リン，リン酸エステル系，リン酸塩系等のリン系難
燃剤、メラミン系，グアニジン系等の窒素系難燃剤，シリコーンオイル，シリコーン樹脂
等のシリコーン系難燃剤、水酸化アルミニウム，水酸化マグネシウム等の金属水酸化物、
膨張性黒鉛等が挙げられる。これらは１種又は２種以上を併用してもよい。また、必要に
応じて、既知の難燃助剤を添加してもよい。難燃助剤としては、例えば、三酸化アンチモ
ン等のアンチモン化合物、カーボンブラック、すず酸亜鉛等のすず系化合物等が挙げられ
る。
【００３５】
　ここで、本発明において所望の難燃性とは、一般的に自己消化性を有する難燃レベルと
される酸素指数２４以上を指標としている。これは一般的な電気絶縁用途や結束用途で使
用されているＰＶＣテープが持つ難燃レベルとも一致する。また、本発明では更に高い難
燃性を要求される場合にも適応でき、下記に示す各材料の配合の範囲であれば、ＰＶＣテ
ープと同等の巻き付け作業性や、柔軟性等の性能を有しながら、更に難燃性を付与するこ
とが可能である。
【００３６】
　難燃剤の配合量は、粘着テープ用基材を構成するポリマー成分１００重量部に対して１
０～１００重量部、好ましくは２０～８０重量部、より好ましくは３０～６０重量部であ
る。特に無機金属化合物が金属水酸化物以外である場合には、難燃剤の添加量を３０～１
００重量部、好ましくは４０～９０重量部、より好ましくは５０～８０重量部とすること
が望ましい。また、難燃助剤の添加量は、粘着テープ用基材を構成するポリマー成分１０
０重量部に対して０～５０重量部、好ましくは０～４０重量部、より好ましくは０～３０
重量部である。
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【００３７】
　また、シランカップリング剤で処理した金属水酸化物を配合する場合には、難燃剤又は
難燃助剤を用いなくても、粘着テープに所望の難燃性を付与することが可能である。金属
水酸化物としては、水酸化アルミニウム、水酸化マグネシウム、水酸化ジルコニウム、水
酸化カルシウム、水酸化バリウム等の難燃性を有する金属水酸化物が挙げられる。シラン
カップリング剤で処理した金属水酸化物の配合量は、粘着テープ用基材を構成するポリマ
ー成分１００重量部に対して８０～２００重量部、好ましくは９０～１８０重量部、より
好ましくは１００～１６０重量部である。８０重量部より少ないと所望の難燃性が得られ
ず、２００重量部より多いと柔軟性、破断強度の低下を招く。
【００３８】
　本発明の粘着テープは、カルボニル性の酸素原子を分子骨格中に有するオレフィン系ポ
リマー、シラン系カップリング剤で表面処理した無機金属化合物、サリチル酸化合物及び
難燃剤、或いはカルボニル性の酸素原子を分子骨格中に有するオレフィン系ポリマー、シ
ラン系カップリング剤で表面処理した金属水酸化物及びサリチル酸化合物を基本とし、そ
れぞれを所定量配合した粘着テープ用基材を備えることで、酸素指数が２４以上となり、
降伏点が存在せず、ＰＶＣテープと同様の結束作業性を得ることができる。
【００３９】
　本発明の粘着テープ用基材には、必要に応じて、アミン系，キノリン系，ヒドロキノン
系，フェノール系，リン系，亜リン酸エステル系等の老化防止剤や酸化防止剤、ベンゾフ
ェノン系，ベンゾトリアゾール系，ヒンダードアミン系等の紫外線吸収剤、脂肪酸アマイ
ド（例えば脂肪酸モノアマイド、不飽和脂肪酸アマイド等のアマイド類、置換アマイド類
、メチロールアマイド類），脂肪酸エステルアマイド，ポリエチレンワックス等の滑剤、
可塑剤等を配合してもよい。これらはオレフィン系ポリマー、無機金属化合物、サリチル
酸化合物等の必須の構成材料とともに混練して混和物にすることにより、フィルム成形に
供される。
【００４０】
　粘着テープ用基材の成膜方法としては、特に制限されるものではないが、まず、原材料
を適当な混練機、例えばバンバリーミキサー、加圧ニーダー、ミキシングロール、押出し
機等で混練を行い、当該混練物を圧縮成形、押出し成形、カレンダー成形、射出成形等の
公知の成膜方法によりフィルム状に成形する方法が挙げられる。粘着テープ用基材の厚さ
は、粘着テープの用途よっても異なるが、一般的には０．０１～１ｍｍ、好ましくは０．
０５～０．５ｍｍである。
【００４１】
　本発明の粘着テープ用基材には、フィルム状に成形後に電子線、β線、γ線等の電離放
射線を照射したり、粘着テープ用基材を構成する樹脂組成物中に有機過酸化物等の架橋剤
や架橋助剤を配合したりして成形過程で架橋処理することも可能であるが、経済的な観点
から架橋処理されていないものが好ましい。
【００４２】
　本発明の粘着テープは、前述した粘着テープ用基材の少なくとも片面に粘着剤層を設け
て構成される。粘着剤層を形成すべき粘着剤としては、ゴム系、ホットメルト系、アクリ
ル系、エマルジョン系等の現存する全ての粘着剤を適用することができる。ゴム系、ホッ
トメルト系粘着剤のベースポリマーとしては、天然ゴム、再生ゴム、シリコーンゴム、イ
ソプレンゴム、スチレンブタジエンゴム、ポリイソプレン、ＮＢＲ、スチレン－イソプレ
ン共重合体、スチレン－イソプレン－ブタジエン共重合体等が好ましい。
【００４３】
　粘着剤に使用されるタッキファイヤーとしては、例えばロジン系粘着付与剤、テルペン
系粘着付与剤、脂肪族石油炭化水素（Ｃ５）系粘着付与剤、脂肪族石油炭化水素（Ｃ9）
系粘着付与剤及び水添化合物等が挙げられる。また、粘着テープの粘着剤に一般に添加さ
れるオイル、ワックス、酸化防止剤等の添加剤を添加してもよい。
【００４４】
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　上記粘着剤のうち、アクリル系粘着剤が好ましく、該アクリル系粘着剤としては、（メ
タ）アクリル酸エステルの単独重合体又は共重合性モノマーとの共重合体が挙げられる。
（メタ）アクリル酸エステル又は共重合性モノマーとしては、（メタ）アクリル酸アルキ
ルエステル（例えば、メチルエステル、エチルエステル、ブチルエステル、２－エチルへ
キシルエステル、オクチルエステル等）、（メタ）アクリル酸グリシジルエステル、（メ
タ）アクリル酸、イタコン酸、無水マレイン酸、（メタ）アクリル酸アミド、（メタ）ア
クリル酸Ｎ－ヒドロキシアミド、（メタ）アクリル酸アルキルアミノアルキルエステル（
例えば、ジメチルアミノエチルメタクリレート、ｔ－ブチルアミノエチルメタクリレート
等）、酢酸ビニル、スチレン、アクリロニトリル等が挙げられる。これらのうち、主モノ
マーとしては、通常、そのホモポリマー（単独重合体）のガラス転移温度が－５０℃以下
となるアクリル酸アルキルエステルが好ましい。
【００４５】
　粘着剤の塗布方法としては、従来公知の方法を使用でき、例えば、流延法、ロールコー
ター法、リバースコ一タ法、ドクターブレード法等が使用できる。粘着剤層の厚みは、通
常、１０～５０μｍ程度、好ましくは１５～４０μｍ程度である。
【実施例】
【００４６】
　以下、本発明を実施例によって更に具体的に説明するが、本発明は以下の実施例に限定
されるものではない。
【００４７】
　まず、実施例及び比較例に使用する構成材料を以下に示す。
　１）「カルボニル性の酸素原子を分子骨格中に有するオレフィン系ポリマー」（以下、
「Ａ成分」と記す）として以下のものを用いて評価を行った。
Ａ１：エチレン－酢酸ビニル共重合体（ＥＶＡ）、融点７２℃［商品名：エバフレックス
ＥＶ２７０、三井デュポンポリケミカル（株）製］
Ａ２：エチレン－アクリル酸エチル共重合体（ＥＥＡ）、融点７９℃［商品名：エバフレ
ックスＡ－７１４、三井デュポンポリケミカル（株）製］
【００４８】
　２）「Ａ成分以外のオレフィン系ポリマー」（以下、「Ｂ成分」と記す）として以下の
ものを用いて評価を行った。
Ｂ１：低密度ポリエチレン（ＬＤＰＥ）、融点１１０℃、［商品名：スミカセンＧ２０１
、住友化学工業（株）製］
Ｂ２：ＰＰ系エラストマー、融点１４２℃、［商品名：ＡＤＦＲＥＸ Ｑ１００Ｆ、サン
アロマー（株）製］
【００４９】
　３）無機金属化合物（以下、「Ｃ成分」と記す）として以下のものを用いて評価を行っ
た。
　なお、耐熱寿命への無機金属化合物の影響は非常に大きいため、耐熱寿命に対する効果
を明確にするため、ここで使用する無機金属化合物は全て同種のクレーあるいは水酸化マ
グネシウムを使用した。
Ｃ１：焼成クレー（平均粒子径　０．８μｍ）の表面未処理のもの。
Ｃ２：焼成クレー（平均粒子径　０．８μｍ）の表面にγ－アミノプロピルトリエトキシ
シランを湿式法により理論上１００％表面を覆うことができる量で表面処理したもの。
Ｃ３：水酸化マグネシウム（平均粒子径　０．８μｍ）の表面未処理のもの。
Ｃ４：水酸化マグネシウム（平均粒子径　０．８μｍ）の表面をγ－アミノプロピルトリ
エトキシシランを湿式法により理論上１００％表面を覆うことができる量で表面処理した
もの。
【００５０】
　４）サリチル酸化合物（以下、「Ｄ成分」と記す）として以下のものを用いて評価を行
った。
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Ｄ１：３－（Ｎ－サリチロイル）アミノ－１，２，４－トリアゾール
Ｄ２：デカメチレンジカルボン酸ジサリチロイルヒドラジド
【００５１】
　５）酸化防止剤（以下、Ｅ成分と記す）として以下のものを用いて評価を行った。
　なお、酸化防止剤についても耐熱寿命に与える影響が大きいため、以下のもので、全て
同量の添加量とした。
Ｅ１：ペンタエリスリトールテトラキス［３－（３，５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒ
ドロキシフェニル）プロピオネート］
Ｅ２：トリス（２，４－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）フォスファイト
【００５２】
　６）難燃剤及び難燃助剤（以下、「Ｆ成分」と記す）として以下のものを用いて評価を
行った。
Ｆ１：エタン－１，２－ビス（ペンタブロモフェニル）
Ｆ２：三酸化アンチモン
【００５３】
　Ａ成分、Ｂ成分、Ｃ成分、Ｄ成分、Ｅ成分、Ｆ成分を下記表１及び２に示す材料及び配
合量とし、下記作製法に従って粘着テープ用基材及び粘着テープを作製した。
［粘着テープ用基材及び粘着テープの作製法］
　下記表１及び２に示す各配合材料を加圧ニーダーにて混練して混和物を作製した。次い
で、該混和物をカレンダー圧延機により０．１５ｍｍの厚さのフィルムに成形して粘着テ
ープ用基材を作製した。そして、該粘着テープ用基材の片面にコロナ放電処理を施した後
、アクリル系粘着剤を塗布（厚さ０．０３０ｍｍ）して、実施例１～３、６、７、参考例
４、５及び比較例１～５の粘着テープを作製した。
【００５４】
【表１】

【００５５】
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【表２】

【００５６】
［評価試験］
　実施例１～７及び比較例１～５で得られた粘着テープを、ＰＶＣテープの標準仕様の幅
である１９ｍｍ幅に切断することにより、試験サンプルを作製し以下に示す種々の試験を
行った。また、比較例６においては、市販のＰＶＣテープ（商品名Ｎｏ．２２３Ｓ、日東
電工（株）製）について試験を行った。評価結果を表３及び４に示した。
【００５７】
（１）引張試験
　粘着テープから採取した試験片を、２３℃、５０％ＲＨの雰囲気下で、ＪＩＳ　Ｂ　７
７２１に規定する引張試験機（ＡＧ－２０ＫＮＧ、（株）島津製作所製）にて、チャック
間距離５０ｍｍ、引張速度３００ｍｍ／ｍｉｎで引っ張り、初期弾性率、破断強度、破断
伸度を測定した。また、測定の出力グラフにより、降伏点の有無について確認した。なお
、上記測定は、粘着テープ製造後、４８時間以上、２３℃、５０％ＲＨの雰囲気下に保存
した後に行うこととした。
＜判定基準＞
初期弾性率：１０～１５０ＭＰａのものを合格とした。
降伏点　　：伸びに対し、常に強度が上昇するものを合格とした。
破断強度　：６～３０ＭＰａのものを合格とした。
破断伸び　：８０～６００％のものを合格とした。
【００５８】
（２）加熱変形試験
　図１（ａ）に示すように、導体からなる直径（ｄ）が２ｍｍの丸棒１の外周面に粘着テ
ープＴを厚さ（ｔ）が０．８ｍｍに等しい厚さになるように巻き付けた試験体１０を作製
した。当該試験体１０の常温での外径（Ｄｏ）をＪＩＳ　Ｂ７５０３に規定のダイヤルゲ
ージ、ＪＩＳ　Ｂ７５０７に規定のノギス、又は、これらと同程度の測定精度を有する測
定器で測定し、その総厚さが３．６±０．５ｍｍになるように当該試験体１０を作製した
。次に、当該試験体１０を規定温度（１００．０±１．０℃）に加熱した試験機に入れ、
６０分間加熱した後、試験体１０を図１（ｂ）に示すように、試験装置の直径９．５±０
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向から規定の重り（４．９０Ｎ）を荷重して加圧した。次に、規定温度（１００．０±１
．０℃）で６０分間放置した後、そのままの状態で試験体の外径（Ｄ１）を測定し、加熱
前のテープの厚さ（ｔ０）、加熱後のテープの厚さ（ｔ１）を下記式（Ｉ）により計算し
た。そして、下記式（ＩＩ）により、加熱前のテープの厚さからの加熱後のテープの厚さ
の減少率（加熱変形率）（Ｘ）を算出した。
＜判定基準＞
　減少率（加熱変形率）（Ｘ）が６５％以内であれば合格、６５％を越えると不合格とし
た。
【００５９】
　ｔ＝（Ｄ－ｄ）／２　　（Ｉ）
（式中、Ｄは試験体の外径、ｄは丸棒の直径）
【００６０】
　Ｘ（％）＝（（ｔ０－ｔ１）／ｔ０）×１００　　（ＩＩ）
（式中、ｔ０は加熱前の厚さ（ｍｍ）、ｔ１は加熱後の厚さ（ｍｍ））
【００６１】
（３）耐熱寿命測定
　粘着テープ試験片を１５０ｍｍ採取し、ポリエステル製のフィルムに離形処理を施した
フィルムの離形処理面側に粘着テープ試験片の粘着面側を貼り付けた。
試験片をギアオーブン中に荷重がかからないように吊り下げて、下記の条件下で耐熱寿命
評価を行った。試験片の伸びが５０％以下になったときをその試験片の耐熱寿命と定めた
。
層内温度；１４０℃
風速；０．５ｍ／ｓｅｃ．
排気ダンパー開口率；５０％
【００６２】
（４）難燃性試験（酸素指数）
　難燃性の評価方法は数多くあるが、数値化が可能な酸素指数により評価することとし、
ＪＩＳ　Ｋ　７２０１－２に準じて試験を行った。
　酸素指数の値は測定する試料片の厚さに影響されるため、粘着テープの難燃性を再現性
良く測定できる試験片形状として以下のものを採用した。試験片の型はＩＶ（長さ８０～
１５０ｍｍ、幅６．５±０．５ｍｍ、厚さ３±０．２５ｍｍ）とし、粘着テープを重ね合
わせることにより作製した。
＜判定基準＞
酸素指数が２４以上のものを合格とした。
【００６３】
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【表３】

【００６４】
【表４】

【００６５】
　比較例１は、Ｃ成分として未処理の金属水和物を配合した例である。難燃性は自己消化
性レベルの酸素指数２４以上であるが、降伏点を有し、破断伸度が大きいため結束用途と
しては適さない。
　比較例３は必須の構成材料が配合されているが、Ｆ成分を過剰に添加したため機械物性
の低下が大きいことが確認された。
　参考例５と比較例４はＤ成分の配合の有無による効果の差を検討したものである。Ｄ成
分を添加することにより、破断強度が向上し、降伏点もなくすことができることが確認さ
れた。また、耐熱寿命の向上も確認された。
【００６６】
　以上の結果から、カルボニル性の酸素原子を分子骨格中に有するオレフィン系ポリマー
、シラン系カップリング剤で表面処理した無機金属化合物及びサリチル酸化合物をそれぞ
れ所定量配合することにより、柔軟かつ高強度、高耐熱性で手切れ性も有し、巻き付け作
業に適した粘着テープが得られることが確認された。また、難燃剤を更に添加することに
より、上記の物性を損なうことなく難燃性を付与することができる。また、カルボニル性
の酸素原子を分子骨格中に有するオレフィン系ポリマー、シラン系カップリング剤で表面
処理した金属水酸化物及びサリチル酸化合物をそれぞれ所定量配合しても、高い難燃性を
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付与できることが確認された。
【図面の簡単な説明】
【００６７】
【図１】粘着テープの加熱変形率の評価試験方法の説明図であり、図１（ａ）は試験体の
側面図、図１（ｂ）は試験装置の側面図である。
【符号の説明】
【００６８】
　１…丸棒、２…加圧板、３…平行板、１０…試験体、Ｔ…粘着テープ。

【図１】
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